
 令和８年度 瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金 実施要領  

 

１ 目的 

  瀬戸市の中心市街地は、第６次瀬戸市総合計画において、新たな魅力を創出する拠点として位

置づけており、やきもののまちならではの歴史的な価値を有する建物なども多く残っています。 

  こうした中、中心市街地の魅力を更に向上させていくことを目的とし、民間事業者の皆様が、

『クラウドファンディングを活用して中心市街地に位置する「建物」を再整備（リノベーション）

し、管理運用していく事業』に対する補助金の対象となる事業の申請を受け付けます。 

 

２ 用語の定義 

 

⑴ クラウドファンディング（以下「ＣＦ」という。） 

クラウド（群衆）とファンディング（資金調達）を組み合わせた造語。インターネットのウェ

ブサイトを通じて、不特定多数の者から幅広く資金を調達する手法 

 

⑵ 中心市街地 

瀬戸市中心市街地商業等活性化基本計画（平成１１年３月１５日策定。平成１６年２月３日最

終変更）で定められた区域 

 

⑶ 事業必要額 

事業の実施にあたり、資金調達が必要な金額（自己資金、金融機関からの融資等により資金調

達する金額を除く。）の合計 

 

⑷ ＣＦ目標額（瀬戸市ＣＦ活用事業補助金事業認定必要額） 

ＣＦによる資金調達の際に設定する目標最低金額であり、事業必要額の２分の１ 

 

⑸ ＣＦ購入型 

起案されたプロジェクトに対して支援者が資金を提供し、支援者は「モノ」や「サービス」を

得る仕組みのＣＦ 

 

⑹ ＣＦ寄付型 

起案されたプロジェクトに対して支援者がお金を寄付する仕組みのＣＦ。「モノ」や「サービ

ス」は基本的に発生しない 

 

⑺ ＣＦオールイン方式 

ＣＦによる資金調達方式のうち、調達金額に関わらずＣＦが成立する方式 

 

⑻ ＣＦオールオアナッシング方式 

ＣＦによる資金調達方式のうち、調達額が目標額を達成することでＣＦが成立する方式 

 

⑼ ＣＦリターン 

ＣＦによる資金提供者に対する「モノ」や「サービス」 

 

 

 



３ 申請概要 

① 補助対象者 補助対象建物を再整備し、活用する事業を行うまちづくり事業者（個人、

法人、団体） 

② 補助対象事業 

 

 

 

 

ＣＦによる資金調達を行い、建物を再整備（リノベーション）し、当該建

物を継続的に管理運用していくことで、不特定多数の来場者等が見込まれ

る次のいずれかのまちづくり事業 

《まちの魅力向上に資するもの》 

《景観形成に資するもの》 

《空き家・空き店舗の利活用に資するもの》 

③ 補助対象区域 中心市街地 

④ 補助対象建物 中心市街地に存在する建物 

⑤ 補助対象経費 ・補助対象建物の再整備を行うための工事費 

・補助対象建物の再整備に必要な初期投資と認められる什器等の購入費 

・ＣＦの実施に係る経費 

⑥ 補助の要件 

及び補助金額 

 

事業必要額の２分の１をＣＦ目標額とし、ＣＦによる調達額がＣＦ目標額

以上かつ事業必要額未満となった場合、その差額が補助金の交付額となり

ます。（１事業あたりの補助金は予算の範囲内を限度とします。また、提出

期間内に複数事業の提出があった場合、申請順での交付とします。） 

⑦ ＣＦ種別等 ・ＣＦの種別は「購入型」「寄付型」が対象となります。 

・ＣＦによる資金調達方式は「オールイン方式」「オールオアナッシング方 

 式」のうち応募者が選択するものとします。 

⑧ 注意事項 ・事業の内容が政治、宗教に関係するものは対象外となります。 

・⑤の補助対象経費に関して、建物の再整備を行うための工事に対して、

同一年度内に他の補助金等を受ける場合は対象外となります。また、什

器等の購入費やＣＦの実施に係る経費についても、同一年度内に他の補

助金等を受ける場合は対象外となります。 

・対象建物の所有形態について、申請者の自己所有、賃借は問いません。 

・ＣＦの結果が補助の要件を満たさなかった場合は対象外となります。 

・申請者は瀬戸市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員でないこと、

暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。 

 



４ 申請方法 

① 事前相談 申請にあたっては、事前相談が必須となります。また、相談にお越しに

なる際には、事前に相談窓口にご連絡ください。 

② 相談窓口 

（申請書等提出先） 

瀬戸市政策推進課企画調整係（瀬戸市役所内） 

〒489-8701 瀬戸市追分町 64 番地の 1 電話 0561-88-2521（直通） 

受付時間：平日 8:30-17:15（10 月以降は、平日 9：00-16：00） 

③ 相談・申請期間 令和８年５月２５日（金）～令和８年１０月３０日（金） 

※ただし、事業・支払いが令和９年３月３１日(水)までに完了するもの。 

④ 提出書類 

(申請時) 

・瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金事業認定申請書 

（第１号様式） 

・瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金事業計画書 

（第２号様式） 

・補助対象経費となる工事等の見積書 

・事業の内容を示す書類、図面等 

・事業実施後３年分の事業計画がわかる資料等 

・法人その他の団体の場合は定款、規約等 

・補助対象建物が賃貸の場合は賃貸に係る契約書等 

・前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

⑤ 提出部数 

 

２部（正本１部、副本１部） 

※提出書類の返却はいたしません。 

⑥ その他 ・申請書等提出後の辞退は、その旨、書面で提出してください。 

・事業計画書の作成にあたり、ご不明点があればご相談ください。 

 

  



５ 審査 

  補助事業の認定は、提出書類に基づき、瀬戸市が設置する事業選定委員会の審査を経て決定し

ます。審査は以下の評価の視点によって行われます。 

  なお、審査において申請者へのヒアリングを実施しますので、指定した日時に出席をお願いし

ます。また、必要に応じて現地調査を行う場合があります。 

  

 《評価の視点》 

必要性 ・まちづくりの推進に貢献するか。 

・住民（地域）のニーズに沿っているか。 

・十分な実施見込みがあるか。 

公益性 ・市民、来訪者の利益につながるか。 

・地域の活性化や魅力づくりに寄与するか。 

発展性 ・他の市民、団体や地域への波及効果が期待できるか。 

・他の市民、団体との連携を図るきっかけづくりとなるか。 

地域性 ・地域の特性や歴史的資産を生かすための観点や工夫が見られるか。 

・地域の事情に相応しいか。 

・建造物の価値を生かしているか。 

先導性 

 

・チャレンジ性や独創性が見られるか。 

・モデルケースとなり得るか。 

継続性 ・継続的な運用が可能であるか。 

 

６ 認定後の流れ 

  補助事業として認定を受けた際は、ＣＦにより資金調達を行い、結果が補助の要件を満たした

場合は「瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金交付要綱」（以下「要綱」という。）に基

づき補助金を交付します。 

 

(1)  資金の調達（ＣＦ） 

     瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金事業認定結果通知書（第３号様式）到着後、速

やかにＣＦを開始し、瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金事業クラウドファンディ

ング開始報告書（第５号様式の１）を提出していただきます。 

 

(2)  ＣＦの結果報告 

     ＣＦによる資金調達終了後、瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金事業クラウドフ 

   ァンディング結果報告書（第５号様式の２）等を提出していただきます。 

 

  [提出期限] 資金調達終了後速やかに提出していただきます。 

  [添付書類] ＣＦの結果が確認できる書類 

 



 

《以下、ＣＦ結果が補助要件を満たした場合》 

 

(3)  補助金の交付申請 

     瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金交付申請書（第７号様式）を提出していただ

きます。 

 

  [提出期限] ＣＦの結果確認後速やかに提出していただきます。 

  [添付書類] 収支予算書 

        認定事業者に係る瀬戸市税に未納がない証明書 

        補助対象物に係る固定資産税及び都市計画税に未納がない証明書 

        建物の再整備を行うための工事に対して同一年度内に他の補助金等を受けてい

ないことを証明する書類等 

        その他市長が必要と認める書類 

 

(4)  工事等の契約、着工 

     瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金交付決定通知書（第８号様式）到着後、工事等

の契約を行い、着工することができます。 

 

(5)  実績の報告 

事業が完了したら、瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金実績報告書（第９号様式） 

   提出してください。完了の検査を行い、補助金額を確定します。 

     また、ＣＦ購入型の場合、実績報告書の提出までにリターンの実行を完了してください。 

 

 [提出期限] 事業・支払いが完了した日、または令和９年３月３１日のいずれか早い日 

 [添付書類] 収支決算書 

       補助事業の成果を示す文書、図面及び写真 

       補助対象経費に係る費用についての支出を証する書類 

       ＣＦにより調達した資金の入金を確認できる書類 

       ＣＦ仲介事業者との契約に係る書類（仲介事業者のウェブサイトを利用した場合） 

       その他市長が必要と認める書類 

 

(6)  補助金の請求 

     補助金確定の通知を受けたら、補助金請求書をご提出ください。 

 

７ 留意事項 

(1) 提出書類の差し替えまたは再提出は、原則、認められません。 

 (2) 申請に要した費用は、すべて申請者の負担となります。 

 (3) 本補助金事業に申請のあった事業の内容及び結果等については、市においてホームページや

パンフレット等で公表できるものとします。 

 (4) 補助の対象となった建物・事業の状況及び中心市街地のまちづくりへの効果等について、資

料の提出又は報告を求めることがあります。 

 (5) 本補助金事業は予算の範囲内で実施するため、申請受付期間内であっても、受付を打ち切る

場合があります。  



《瀬戸市クラウドファンディング活用事業補助金 手続きフロー》 

 

 【まちづくり事業者（申請者）】       【瀬戸市】              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ＣＦ調達額が事業必要額の２分の１以上かつ

事業必要額未満の場合は補助対象のため、第５

号様式の２・第７号様式を提出。２分の１未満

又は事業必要額以上の場合は補助対象となら

ないため、第５号様式の２のみを提出。 

 

 

まちづくり事業者 申請受付開始 

《申請》 

（第１号様式）事業認定申請書 

（第２号様式）事業計画書 

 

 

（（ 

申 請 書 等 受 理 

《事 業 認 定》 

（第３号様式）事業認定結果通知書 
クラウドファンディング（ＣＦ）開始 

（第５号様式の１）ＣＦ開始報告書 

 

《※ＣＦ終了》 

（第５号様式の２）ＣＦ結果報告書 

（第７号様式）補助金交付申請書 

 

 

（（ 

申 請 書 等 受 理 

（第８号様式）補助金交付決定通知書 

《工事開始》工事の契約、着工 

《工事・支払い完了》 

（第９号様式）実績報告書 

報 告 書 等 受 理 

（第１０号様式）交付額確定通知書 

（第１１号様式）補助金請求書 

請 求 書 受 理 

補助金支払い 

選定委員会による審査 


